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基発第.354号

平成13年4月10日

都道府県労働局長殿 夕

●

厚生労働省労働基準局長

松．印省略）

届出事業場に所属する労働者等からの就業規則の
開示要請の取扱いについて
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届出事業場に所属する労働者等からの就業規則の開示要請については、今後、
下記により取り扱うこととしたので遣繕なきを期されたい。
なお、本通達をもって、平成10年2月24日付け基発第62号「就業規則
の開示の要請等の取扱いについて」は廃止する。

記

1基本的考え方

（1）労働者が就業規則の内容を確認したい場合には、労働基準法第ユ06条
第1項の規定に基づき労働者に就業規則を周知すべき義務を使用者が負っ
ていることから、本来使用者に対しこの義務の履行を求め、事業場におい
て就業規則を閲覧ずる方法によるべきものである。

しかしながら、使用者郡この周知義務を履行せず､問題が生じていると
認められる場合には、原則として、就業規則が適用される立場にある者か
否かを基準に､労働基準監督患に届け出られている就業規則を開示するこ
ととして差し支えないものである。

(2)届出事業場に所属する労働者等からの開示要請があった場合には、単に
就業規則の開示の問題としてのみ対応ずるのではなく、当該労働者等が就
業規則の開示要請をするに至った理由を確認し、就業規則の周知義務の履
行を含め法定労働条件の履行確保上問題があるときには、必要に応じ、当
該事業場に監督指導を実施すること。

（3）なお、本通達においては、基本的に開示要請を行った者が届出事業場に
所属する労働者であるか否かによって異なった取扱いをずるものであるが、
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に基づく就業規則の開示請求が行われた場合には、同法に基づき､開示又．
は不開示の決定については、開示請求者の如何を問わず一律に処理される
ものであることに留意すること。

2開示を行う対象者

開示を行う対象者は、当該届出事業場に所属する労働者（労働基準法第9
条に該当する者）及び使用者（同法第10条に該当する者）のほか、当該届
出事業場を退職した者であって、当該事業場との間で権利義務関係に争い等
を有しているものであること。 ．
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3対応において留意すべき事項

（1）開示に当たっては、適当な方法によ.り、上記2に該当する者であるこ
とを確認すること。

（2）労働者又は退職労働者からの開示要請に対しては、当該事業場において

労働基準法第106条第1項による周知義務が履行されているか否がを聴
取し、当該義務が果たされておらず、かつ、使用者に求めても閲覧できる
状況にないと判断される場合（退職労働者の場合にあっては、当該労働者・
が在職中の状況について同様に判断されるとき)には､労働基準監督署に
おいて保存している範囲の就業規則を閲覧させ、又は説明する等により･開
示すること。

（3）退職労働者に対する就業規則の開示に当たっては、当該退職労働者と当
該事業場との間の権利難関係に係る規定に限定すること。
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